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1．はじめに 
1-1 本マニュアルの位置づけ 

 本マニュアルは、令和６年８月にβ版が公開されたエネルギー消費性能計算プログラムにおい

て、増改築における住宅省エネ基準の評価の枠組みを踏まえた入力を行えるように、入力方法の

説明を行うものです。以降の計算プログラム更新により入力画面等が変更されている場合は、計

算プログラムの更新情報等を確認の上、本マニュアルに準じて入力を行ってください。 

 なお、本マニュアルにおける評価の対象は、既存住宅と一体となった増改築を評価する場合で

あり、別棟で増築する場合には新築と同様の評価となりますので、ご留意ください。 

 

1-2 建築物省エネ法に基づく省エネルギー基準について 

① 住宅省エネ基準の概説 

「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向け、第６次エネルギー基本計画（令和 3 年 10

月）において、「2050 年に住宅・建築物のストック平均で ZEH・ZEB 基準の水準の省エネルギ

ー性能が確保されていることを目指す。」、「2030 年度以降新築される住宅・建築物について

ZEH・ZEB 基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す。」という目標が定められており、

2022 年 6 月に建築物省エネ法が改正、2025 年 4 月 1 日から原則すべての新築住宅・非住宅

に省エネ基準適合が義務づけられることになっています。 

これに伴い、増改築を行う場合の評価については、これまでは建築物全体で評価することにな

っていたところ、既存部分の性能確認が容易でないことを踏まえて、増改築部分のみ省エネ基準

への適合を求めることに変更となります。 

 
図 1-2-1 現行制度からの変更点 

 

② 増改築における基準の考え方 

 住宅の増改築における外皮性能と一次エネルギー消費量性能は、以下の法令に基づき評価を行

います。 

・ 外皮性能：仕様基準（誘導仕様基準）        【基準省令第１条第１項第２号イ】 

・ 一次エネルギー消費量：標準計算、もしくは、仕様基準（誘導仕様基準） 

【基準省令第 1 条条第１項第 2 号ロ】 
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1-3 エネルギー消費性能計算プログラムについて 

① アクセス方法 

エネルギー消費性能計算プログラムで増改築を評価する場合は、「住宅に関する省エネルギー基

準に準拠したプログラム」の次期更新版から評価ツールにアクセスします。 

※現在はβ版のため次期更新版からアクセスします。2024 年１２月以降は「現行版」に移行す

る予定です。 

図 1-3-1 エネルギー消費性能計算プログラムへのアクセス画面-1  
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図 1-3-2 エネルギー消費性能計算プログラムへのアクセス画面-2 

 

 
評価ツールにアクセスすると「使用許諾条件」が表示されます。同意する場合のみ「使用許諾

条件に同意する」ボタンを押します。 

 
 図 1-3-3 使用許諾条件の画面 
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住宅の増改築部分の評価については、以下の特徴を持っています。 

 

・ エネルギー消費性能計算プログラムでの計算においては部分的な評価を想定していないため、

標準住戸の構成・床面積を使用しモデル的に増改築部分を評価します（増改築を行う住宅の

実際の床面積、外皮面積については入力を必要としません）。 

・ 外皮性能は、既存部分と増改築部分の境界となる壁や床等の性能把握が困難なケースもある

ため、仕様基準、誘導仕様基準の 2 水準で評価します。 

・ 評価する設備は、増改築にあたり設置する設備とします。増改築部分に主たる居室、その他

居室、非居室が含まれない場合や、既設の設備を増改築後も引き続き利用する場合は、評価

上の公平性を鑑みて該当する設備に「基準値の算定において想定される機器」を適用して計

算することとしています。 

・ 増改築に関する Web プログラムでの算出結果は、モデル的な評価であるため、BEI のみとし

ています。 
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1-４ エネルギー消費性能計算プログラムの使用例  

 住宅を増改築する際の典型的な事例を想定し、4 つの入力例（CASE1～CASE4）を次ページ

以降に示しました。エネルギー消費性能計算プログラムで増改築を評価する際の参考にしてくだ

さい。なお、増改築には様々な計画が存在するため、事例に載せていないケースの場合は、第２

章に使い方の詳細を解説していますので、そちらをご確認ください。 

 

 

CASE１：居住空間にゆとりをつくる増改築 
・ 室内空間にゆとりをつくるため、既築建物に接続して 1 階リビングと 2 階個室を増築する例 

CASE２：高齢者同居に対応した増改築 
・ 新たに同居する高齢者のために、既築建物に接続して水回りと個室を増築（下屋形状で 1 階

に増築）する例 

CASE３：家族の変化に対応した増改築 
・ 2 階の吹抜けに床を造り、間仕切壁を設置して子供室を造る増築の例 

CASE４：シロアリ被害に対応した増改築 
・ シロアリ被害を受けた家屋の一部分（ダイニングキッチンがある下屋）の、床、外壁、屋根（土

台・柱・梁桁、基礎）を撤去し、現状復旧する改築の例 

 

※ここに示す事例は、あくまでも想定であり実際の増改築の事例に基づく内容ではありません。 
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〇既築建物の概要 
・延べ面積：120㎡ 
・外皮仕様：不明 
・設備仕様：不明 
 暖冷房、換気、照明、給湯あり 

CASE１：居住空間にゆとりをつくる増改築 

・ 室内空間にゆとりをつくるため、既築建物に接続して 1 階リビングと 2 階個室を増築する例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

・増築する室 ：リビング／主たる居室 
        個室／その他の居室 
・増築床面積 ：30 ㎡ 
・外皮工事あり： 

最下階床・外壁・最上階天井・窓 
   ※図中ピンク色部分（以下共通） 
・設備工事あり：暖冷房、照明 
        太陽光発電パネル 

 
項 目 工事内容 入力項目 備 考 

増築する室 リビング、個室 主居室、その他居室 ・増築部は主居室とその他居室 

増築面積 30㎡ ― ・床面積は入力しない 

外皮 断熱材を施工 仕様基準 ・増築部の断熱仕様を選択 

暖冷房設備 主居室 新規に設置 ルームエアコン ・新設した空調機の仕様を選択 

その他居室 新規に設置 ルームエアコン ・新設した空調機の仕様を選択 

換気設備(24ｈ換気) 既存のまま 基準設定仕様※ ・既存を活用→基準設定仕様※ 

熱交換設備 採用無し 設置しない  

給湯設備    熱源 既存のまま 基準設定仕様※ ・既存を活用→基準設定仕様※ 

ふろ機能 既存のまま ふろ給湯器(追焚あり) ・既存を活用→ふろ給湯器(追焚あり) 

配管 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

水栓類 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

浴槽 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

照明設備  主居室 新規に設置 LED・多灯調光あり ・新設した照明の仕様を選択 

その他居室 新規に設置 LED・調光なし ・新設した照明の仕様を選択 

非居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

太陽光発電 新規に設置 設置する ・新設した太陽光発電の仕様を入力 

太陽熱利用 採用無し 設置しない  

コージェネ 採用無し 設置しない  

※入力項目、備考欄の「基準設定仕様」とは、「基準値の算定において想定される機器」を指す。 

 

●増改築の概要 
 

●主な入力項目 
 

リビング 

既存断熱等   新規断熱材等 

増築部分 
（30 ㎡増築） 

個室 

既築建物 

太陽光発電パネル 
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〇既築建物の概要 
・延べ面積：120㎡ 
・外皮仕様：不明 
・設備仕様：不明 
 暖冷房、換気、照明、給湯あり 

CASE２：高齢者同居に対応した増改築 

・ 新たに同居する高齢者のために、既築建物に接続して水回りと個室を増築（下屋形状で 1 階

に増築）する例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

・増築する室 ：個室／その他の居室 
        廊下、トイレ／非居室 
・増築床面積 ：20 ㎡ 
・外皮工事あり： 

最下階床・外壁・最上階天井・窓 
・設備工事あり： 

暖冷房、換気、給水、照明 
太陽光発電パネル 

●増改築の概要 
 

 
項 目 工事内容 入力項目 備 考 

増築する室 個室、廊下、ﾄｲﾚ その他居室、非居室 ・増築部はその他居室と非居室 

増築面積 20㎡ ― ・床面積は入力しない 

外皮 断熱材を施工 仕様基準 ・増築部の断熱仕様を選択 

暖冷房設備 主居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

その他居室 新規に設置 ルームエアコン ・新設した空調機の仕様を選択 

換気設備(24ｈ換気) 換気設備を新設 壁付け第三種 ・新設した換気扇の仕様を選択 

熱交換設備 採用無し 設置しない  

給湯設備   熱源 既存のまま 基準設定仕様※ ・既存を活用→基準設定仕様※ 

ふろ機能 既存のまま ふろ給湯器(追焚あり) ・既存を活用→ふろ給湯器(追焚あり) 

配管 給水配管を新設 評価しない ・給水配管は対象外 

水栓類 手洗い水栓を新設 評価しない ・トイレ手洗い水栓は対象外 

浴槽 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

照明設備  主居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

その他居室 新規に設置 LED・調光なし ・新設した照明の仕様を選択 

非居室 新規に設置 LED・人感なし ・新設した照明の仕様を選択 

太陽光発電 新規に設置 設置する ・新設した太陽光発電の仕様を入力 

太陽熱利用 採用無し 設置しない  

コージェネ 採用無し 設置しない  

※入力項目、備考欄の「基準設定仕様」とは、「基準値の算定において想定される機器」を指す。 

 

●主な入力内容 

個室、廊下、トイレを
増築（20 ㎡を増築） 

リビング トイレ 個室 

既存断熱等   新規断熱材等 

既築建物 

太陽光発電パネル 
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〇既築建物の概要 
・延べ面積：120㎡ 
・外皮仕様：不明 
・設備仕様：不明 
 暖冷房、換気、照明、給湯あり 

CASE３：家族の変化に対応した増改築 

・ 2 階の吹抜けに床を造り、間仕切壁を設置して子供室を造る増築の例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
項 目 工事内容 入力項目 備 考 

増築する室 子供室 その他の居室 ・増築部はその他居室 

増築面積 15㎡ ― ・床面積は入力しない 

外皮 関連工事なし 仕様基準 ・対象部位が無い→仕様基準 

暖冷房設備 主居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

その他居室 新規に設置 ルームエアコン ・新設した空調機の仕様を選択 

換気設備(24ｈ換気) 換気設備を新設 壁付け第三種 ・新設した換気扇の仕様を選択 

熱交換設備 採用無し 設置しない  

給湯設備   熱源 既存のまま 基準設定仕様※ ・既存を活用→基準設定仕様※ 

ふろ機能 既存のまま ふろ給湯器(追焚あり) ・既存を活用→ふろ給湯器(追焚あり) 

配管 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

水栓類 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

浴槽 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

照明設備  主居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様 

その他居室 新規に設置 LED・調光あり ・新設した照明の仕様を選択 

非居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

太陽光発電 採用無し 設置しない  

太陽熱利用 採用無し 設置しない  

コージェネ 採用無し 設置しない  

※入力項目、備考欄の「基準設定仕様」とは、「基準値の算定において想定される機器」を指す。 

 

●主な入力項目 
 

・増築する室 ：子供室／その他の居室 
・増築床面積 ：15 ㎡ 
・外皮工事なし（※外壁・天井既存のまま） 
・設備工事あり：暖冷房、換気、照明 

●増改築の概要 
 吹抜けを床に改修 

（15 ㎡増築） 

子供室 

既存断熱等 

既築建物 
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〇既築建物の概要 
・延べ面積：120㎡ 
・外皮仕様：不明 
・設備仕様：不明 
 暖冷房、換気、照明、給湯あり 

CASE４：シロアリ被害に対応した増改築 

・ シロアリ被害を受けた家屋の一部分（ダイニングキッチンがある下屋）の、床、外壁、屋根（土

台・柱・梁桁、基礎）を撤去し、現状復旧する改築の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
項 目 工事内容 入力項目 備 考 

改築する室 ダイニングキッチン 主たる居室 ・改築部は主たる居室 

改築面積 15㎡ ― ・床面積は入力しない 

外皮 既存撤去・交換 仕様基準 ・改築部の断熱材仕様を選択 

暖冷房設備 主居室 既存撤去・交換 ルームエアコン ・交換した空調機の仕様を選択 

その他居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

換気設備(24ｈ換気) 既存撤去・交換 壁付け第三種 ・交換した換気扇の仕様を選択 

熱交換設備 採用無し 設置しない  

給湯設備   熱源 既存撤去・交換 ガス潜熱回収型 ・交換した熱源機の仕様を選択 

ふろ機能 既存撤去・交換 ふろ給湯器(追焚あり) ・交換した熱源機の仕様を選択 

配管 既存撤去・交換 先分岐方式 ・交換した給湯配管の仕様を選択 

台所水栓 既存撤去・交換 手元・水優先吐水 ・交換した水栓の仕様を選択 

浴室水栓 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

洗面水栓 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

浴槽 既存のまま 評価しない ・既存を活用→評価しない 

照明設備  主居室 既存撤去・交換 LED・多灯調光なし ・交換した照明の仕様を選択 

その他居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

非居室 含まれない 基準設定仕様※ ・含まない室構成→基準設定仕様※ 

太陽光発電 採用無し 設置しない  

太陽熱利用 採用無し 設置しない  

コージェネ 採用無し 設置しない  

※入力項目、備考欄の「基準設定仕様」とは、「基準値の算定において想定される機器」を指す。 

 

●主な入力項目 
 

・改築する室 ：ダイニングキッチン／主たる居室 
・改築床面積 ：15 ㎡（建物規模は変更なし） 
・外皮工事あり：最下階床・外壁・天井 
        ※下屋を全て撤去し、現状復旧 
・設備工事あり：暖冷房、換気、給湯、照明 

●増改築の概要 

改築部分 
（15 ㎡改築） 

既存断熱等   新規断熱材等 

既築建物 

ダイニング 
キッチン 
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２．エネルギー消費性能計算プログラムで増改築を評価

する場合の使い方 
 

第２章ではエネルギー消費性能計算プログラムで増改築を評価する際の入力の方法について、

増改築評価の枠組みを踏まえて記載します。なお、本マニュアルに記載されていない点について

は、既に運用されている手順や方法（新築の住宅を評価する手順や方法）に準じることとします。 

 

2-1 入力にあたっての事前の整理 

 増改築を行う住宅において、以下の①～④及び図 2-1-1、図 2-1-2 のフローを確認し、事前

の整理を行った上でエネルギー消費性能計算プログラムでの入力に進んでください。なお、選択

を示す【A】以下の記号については、本マニュアルの以降を読み進める際に容易となるように示す

ものです。 

 

① 増改築部分の外皮性能 

 増改築にあたっては、外皮性能を「仕様基準をみたす」、「誘導仕様基準をみたす」の 2 水準で

判断します（既存部分の外皮性能については確認する必要はありません）。確認した増改築部分の

外皮性能について、以下の【A】【B】のいずれかを選択します。 

 

→【A】：増改築部分の外皮性能が仕様基準をみたす 1。 

→【B】：増改築部分の外皮性能が誘導仕様基準をみたす 2。 

 

 

 
図 2-1-1 外皮性能についての事前整理のフロー  

 
1 上位の誘導仕様基準をみたさない場合、誘導仕様基準をみたすかどうか確認していない場合も含みます。 
2 誘導仕様基準をみたす場合は、仕様基準（下位の水準）を常にみたすことになります。 
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② 主たる居室について 

 計算を行う住宅において、増改築を行う部分（増改築部分）と増改築を行わない部分（既存部

分）を明確にする必要があります。まず、増改築部分に「主たる居室」が含まれるかどうかを確

認し、以下の【C】【D】のいずれかを選択します。なお、各居室が増改築部分に含まれているか

どうかは暖房設備、冷房設備、照明設備の評価の判断に必要となります。 

   

→【C】：増改築部分に主たる居室が含まれる。 

→【D】：増改築部分に主たる居室が含まれない。 

 

③ その他の居室について 

 続けて、増改築部分に「その他の居室」が含まれるかどうかを確認し、以下の【E】【F】のいず

れかを選択します。 

→【E】：増改築部分にその他の居室が含まれる。 

→【F】：増改築部分にその他の居室が含まれない。 

 

④ 非居室について 

 さらに、増改築部分に「非居室」が含まれるかどうかを確認し、以下の【G】【H】のいずれか

を選択します。 

→【G】：増改築部分に非居室が含まれる。 

→【H】：増改築部分に非居室が含まれない。 

 

 
図 2-1-2 主たる居室・その他の居室・非居室についての事前整理のフロー 



13 
 

2-2 基本情報の入力 

計算プログラムの基本情報（図 2-2-1 が基本画面）として、「住宅タイプの名称」「入力責任

者」「住宅の建て方」「住宅の評価方法」「地域の区分」「年間の日射地域区分の指定」について入

力します。 

増改築を評価するためには、「住戸の評価方法」において、「増改築部分を対象に評価する」を

選択してください。 

「居室の構成」「床面積」については、増改築の評価においては入力する必要はありません 3。 

 

 
図 2-2-1 基本情報の入力画面 

 
3 住宅の増改築の評価に用いる BEI を計算する際には、標準住戸の構成、床面積を使用します。 
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2-3 外皮性能の入力 

 2-1 で外皮性能に関して選択した【A】もしくは【B】により、以下のように計算プログラムの

外皮性能（図 2-3-1 が基本画面）に入力します。 

 

【A】：「増改築部分の外皮性能が仕様基準をみたす」となった場合 

 →以下の①の入力を行います。 

【B】：「増改築部分の外皮性能が誘導仕様基準をみたす」となった場合 

 →以下の①、②のいずれかを選んで入力を行います。 

 

① 増改築部分の外皮性能を仕様基準で評価する場合 

外皮性能の評価方法として「仕様基準により外皮性能を評価する」を選択します。 

 外皮の仕様については、入力する必要はありません。 

 

② 増改築部分の外皮性能を誘導仕様基準で評価する場合 

外皮性能の評価方法として「誘導仕様基準により外皮性能を評価する（増改築部分を対象に評

価）」を選択します。 

既存部分の外皮性能を仕様基準と仮定し、仕様基準の UA、ηAC、ηAH と誘導仕様基準の UA、

ηAC、ηAHを既存部分と増改築部分の床面積に応じて按分して求めた値を入力します。 

なお、入力する UA 値は小数点以下二位未満の端数を切り上げ、ηAC 値は小数点以下一位未満

の端数を切り上げ、ηAH値は小数点以下一位未満の端数を切り下げることとします。 

計算にあたっては、以下の例を参考にしてください。 

○UA、ηAC、ηAH の按分の計算例 

 6 地域に建つ戸建住宅において、「増改築部分の外皮性能が誘導仕様基準をみたす」「増改築

部分の床面積が全体の 1/4」となる増改築を行う場合、6 地域の仕様基準、誘導仕様基準

における UA の値(それぞれ 0.87、0.60 W/m2K)、ηAC の値(それぞれ 2.8、1.7)、ηAH

の値(それぞれ 4.3、3.0)をもとに以下のように計算して求め、入力する値とします。 

  UA  = 0.87×(3/4) + 0.60×(1/4) = 0.8025 → UAの値として「0.81」を入力 

  ηAC = 2.8×(3/4) + 1.7×(1/4) = 2.525  → ηACの値として「2.6」を入力 

  ηAH = 4.3×(3/4) + 3.0×(1/4) = 3.975  → ηACの値として「3.9」を入力 

なお、地域の区分、住宅の建て方に応じた仕様基準、誘導仕様基準をみたす UA、ηAC、ηAH

の値は、技術情報 4（国研 建築研究所）3 章 2 節 表 6 を参照してください。 

 

 
4 平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）現行版 

https://www.kenken.go.jp/becc/house.html 

1 

2 
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 なお、通風の利用、蓄熱の利用、床下空間を経由して外気を導入する換気方式については入力

する必要はありません（住宅の増改築の評価ではいずれも「評価しない、または利用しない」と

して扱います）。 

 

 

 

 
 

図 2-3-1 外皮性能の入力画面 
  

3 

4 

5 
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2-4 設備の入力について 

 住宅の増改築にあたり設置する暖房、冷房、換気、熱交換換気、給湯、照明、太陽光発電、太陽

熱利用、コージェネレーションの各設備について 2-4-1～9 により入力を行います。 

なお、既設の設備（増改築以前から設置されており、増改築後も引き続き利用する設備）につ

いては、方式、種類、仕様等を確認する必要はありません（各設備に関して、増改築にあたり設

置する設備がなく既設の設備のみを利用する場合は、計算にあたり「基準値の算定において想定

される機器」を適用することになります。詳細は各設備での記載を確認してください）。 
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2-4-1 暖房設備の入力について 

 増改築を行う住宅における暖房設備の入力に関する全体のフローを図 2-4-1-1 および図 2-

4-1-2、図 2-4-1-3 に示します。各フロー図を確認しながら、以降の記載に従い入力を進めて

ください。 

 
図 2-4-1-1 暖房設備の入力についてのフロー① 
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図 2-4-1-2 暖房設備の入力についてのフロー②   
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図 2-4-1-3 暖房設備の入力についてのフロー③ 
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暖房設備の入力にあたっては、まず、増改築にあたり設置する暖房設備が「住宅全体を連続的

に暖房する方式」であるかを確認します。「住宅全体を連続的に暖房する方式」に該当するか、そ

れ以外の「居室のみを暖房する方式」に該当するかは、以下で判断します。 

 

・ 増改築にあたりダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）を設置、もしくは、

既存のヒートポンプ式熱源を使用し増改築部分にダクト式セントラル空調の吸込口、吹

出口（の少なくともいずれか）が設置される場合は、増改築部分の暖房方式を【I】：「住

宅全体を連続的に暖房する方式」である、とします。 

・ 上記以外は、【J】：「居室のみを暖房する方式」とします。 

 

上記で【I】となる場合は以下の 1）により暖房設備の入力を行います。【J】となる場合は、以

下の 2）により暖房設備の入力を行います。 

 

１）増改築部分の暖房方式が【I】：「住宅全体を連続的に暖房する方式」である場合の入力 
  

計算プログラムの暖房設備の入力画面（図 2-4-1-4 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

図 2-4-1-4 暖房設備の入力画面（住宅全体を連続的に暖房する方式の場合） 

 

1 
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まず、暖房方式として、「住戸全体を暖房する」を選択します。 

次に、ダクトが通過する空間について確認します。 

・ 増改築にあたりダクトを設置しない場合（既設のダクトのみを使用する場合）は「評価しな

い、または全てもしくは一部が断熱区画外である」を選択します。 

・ 増改築にあたりダクトを設置する場合は、増改築にあたり設置するダクト（既設のダクトは

除く）が通過する空間について選択します。 

 

続けて、増改築にあたり設置するダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）について

確認し、仕様の入力を行います。 

・ 増改築にあたり既存のヒートポンプ式熱源を使用する場合（増改築部分にダクト式セントラ

ル空調の吸込口、吹出口（の少なくともいずれか）が設置される場合）は「VAV 方式：採用

しない、全般換気機能：全般換気機能あり、機器の仕様の入力：入力しない（規定値を用い

る）、設計風量の入力：入力しない（規定値を用いる）」を選択します。 

・ 増改築にあたりヒートポンプ式熱源を設置する場合は仕様に関する項目について選択します。 

 

 以上で、「住宅全体を連続的に暖房する方式」における入力は終了となります。 

  

1 

5 

5 
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２）増改築部分の暖房方式が【J】：「居室のみを暖房する方式」である場合の入力 
 

 計算プログラムの暖房設備の入力画面（図 2-4-1-5 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

 

図 2-4-1-5 暖房設備の入力画面（居室のみを暖房する方式の場合） 
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 まず、暖房方式として、「居室のみを暖房する」を選択します。 

 次に、2-1 で主たる居室に関して選択した【C】もしくは【D】により、以下のように入力しま

す。 

【C】：「増改築部分に主たる居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたって主たる居室に設置する暖房設備機器または放熱器の種類を選択し、

仕様に関する項目を入力します。なお、増改築にあたり主たる居室に暖房設備機器また

は放熱器を設置しない場合は「暖房設備機器または放熱器を設置しない」を選択します。 

【D】：「増改築部分に主たる居室が含まれない」を選択した場合 

 →主たる居室の暖房設備機器・放熱器として「基準値の算定において想定される機器」を

選択します。 

 続けて、2-1 でその他の居室に関して選択した【E】もしくは【F】により、以下のように入力

します。 

【E】：「増改築部分にその他の居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたってその他の居室に設置する暖房設備機器または放熱器の種類を選択し、

仕様に関する項目を入力します。なお、増改築にあたりその他の居室に暖房設備機器ま

たは放熱器を設置しない場合は「暖房設備機器または放熱器を設置しない」を選択する。 

【F】：「増改築部分にその他の居室が含まれない」を選択した場合 

 →その他の居室の暖房設備機器・放熱器として「基準値の算定において想定される機器」

を選択します。 

 

また、主たる居室、その他の居室に「温水暖房の放熱器を設置する」と入力した場合は、加え

て、「温水暖房機」について以下の確認を行っていきます。 

・ 増改築にあたり温水暖房機を設置する場合は、該当する温水暖房機の種類や仕様に関する項

目を入力します。 

・ 増改築にあたり既設の温水暖房機のみを使用する場合は「基準値の算定において想定される

機器」を選択します。 

・ 完了検査時に温水暖房機を設置していない場合は「温水暖房機の種類」において「温水暖房

機を設置しない」を選択します。 

 

増改築にあたり「温水暖房機を設置する」もしくは「既設の温水暖房機のみを使用する」場合

は、加えて「配管」について確認します。 

・ 増改築にあたり配管を設置する場合は、その仕様に関する項目を入力します。 

・ 増改築にあたり配管を設置しない場合（既設の配管を使用する場合）は、配管の仕様として

断熱配管は「採用する」、配管が通過する空間は「評価しない、または全てもしくは一部が断

熱区画外である」を選択します。 

 

以上で、「居室のみを暖房する方式」における入力は終了となります。  

1 

2 

3 

4 
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2-4-2 冷房設備の入力について 

増改築を行う住宅における冷房設備の入力に関する全体のフローを図 2-4-2-1 および図 2-

4-2-2 に示します。各フロー図を確認しながら、以降の記載に従い入力を進めてください。 

 

 
図 2-4-2-1 冷房設備の入力についてのフロー① 
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図 2-4-2-2 冷房設備の入力についてのフロー② 
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冷房設備の入力にあたっては、まず、増改築にあたり設置する冷房設備が「住宅全体を連続的

に冷房する方式」であるかを確認します。「住宅全体を連続的に冷房する方式」に該当するか、そ

れ以外の「居室のみを冷房する方式」に該当するかは、以下で判断します。 

 

・ 増改築にあたりダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）を設置、もしくは、既

存のヒートポンプ式熱源を使用し増改築部分にダクト式セントラル空調の吸込口、吹出口

（の少なくともいずれか）が設置される場合は、増改築部分の冷房方式を【K】：「住宅全体

を連続的に冷房する方式」である、とします。 

・ 上記以外は、【L】：「居室のみを冷房する方式」とします。 

 

上記で【K】となる場合は以下の 1）により冷房設備の入力を行います。【L】となる場合は、以

下の 2）により冷房設備の入力を行います。 

 

1） 増改築部分の冷房方式が【K】：「住宅全体を連続的に冷房する方式」である場合の入力 
  

計算プログラムの冷房設備の入力画面（図 2-4-2-3 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

図 2-4-2-3 冷房設備の入力画面（住宅全体を連続的に冷房する方式の場合） 
 

1 
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まず、冷房方式として、「住戸全体を冷房する」を選択します。 

次に、「ダクト」について確認します（ダクトに関しては暖房設備の入力と同じになります）。 

・ 増改築にあたりダクトを設置しない場合（既設のダクトのみを使用する場合）は「評価しな

い、または全てもしくは一部が断熱区画外である」を選択します。 

・ 増改築にあたりダクトを設置する場合は、増改築にあたり設置するダクト（既設のダクトは

除く）について「ダクトが通過する空間」について選択します。 

 

続けて、増改築にあたり設置するダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）について

確認し、仕様の入力を行います。 

・ 増改築にあたり既存のヒートポンプ式熱源を使用する場合（増改築部分にダクト式セントラ

ル空調の吸込口、吹出口（の少なくともいずれか）が設置される場合）は「VAV 方式：採用

しない、全般換気機能：全般換気機能あり、機器の仕様の入力：入力しない（規定値を用い

る）、設計風量の入力：入力しない（規定値を用いる）」を選択します。 

・ 増改築にあたりヒートポンプ式熱源を新設する場合は仕様に関する項目について選択します。 

以上で、「住宅全体を連続的に冷房する方式」における入力は終了となります。 

 

  

1 

4 
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2） 増改築部分の冷房方式が【L】：「居室のみを冷房する方式」である場合の入力 
 

計算プログラムの冷房設備の入力画面（図 2-4-2-4 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

 

図 2-4-2-4 冷房設備の入力画面（居室のみを冷房する方式の場合） 
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まず、冷房方式として、「居室のみを冷房する」を選択します。 

次に、2-1 で主たる居室に関して選択した【C】もしくは【D】により、以下のように入力しま

す。 

 

【C】：「増改築部分に主たる居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたって主たる居室に設置する冷房設備機器の種類を選択し、仕様に関する

項目を入力します。なお、増改築にあたり主たる居室に冷房設備機器を設置しない場合

は「冷房設備機器を設置しない」を選択する。 

【D】：「増改築部分に主たる居室が含まれない」を選択した場合 

 →主たる居室の冷房設備機器として「基準値の算定において想定される機器」を選択しま

す。 

 

  

続けて、2-1 でその他の居室に関して選択した【E】もしくは【F】により、以下のように入力

します。 

 

【E】：「増改築部分にその他の居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたってその他の居室に設置する冷房設備機器の種類を選択し、仕様に関す

る項目を入力します。なお、増改築にあたりその他の居室に冷房設備機器を設置しない

場合は「冷房設備機器を設置しない」を選択します。 

【F】：「増改築部分にその他の居室が含まれない」を選択した場合 

 →その他の居室の冷房設備機器として「基準値の算定において想定される機器」を選択し

ます。 

 

 以上で、「居室のみを冷房する方式」における入力は終了となります。 

  

1 

2 

3 



31 
 

2-4-3 換気設備の入力について 

計算プログラムの換気設備の入力画面（図 2-4-3-1 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

図 2-4-3-1 換気設備の入力画面 
 

・ 増改築にあたり換気設備を設置しない場合（既設の設備のみを使用する場合）は「基準値の

算定において想定される機器」を選択します。 

・ 増改築にあたり換気設備を設置する場合は、増改築にあたり設置する換気設備の方式を選択

し、仕様に関する項目を選択・入力します。 

 

 以上で、換気設備における入力は終了となります。 

 

  

1 

2 

3 
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2-4-4 熱交換換気設備の入力について 

計算プログラムの熱交換型換気設備の入力画面（図 2-4-4-1 が基本画面）に入力していきま

す。 

 

 

図 2-4-4-1 熱交換型換気の入力画面 
 

・ 増改築にあたり熱交換型換気設備を設置する場合は、該当する設備の仕様に関する項目を選

択・入力します。 

・ 増改築にあたり熱交換型換気設備を設置しない場合は「評価しない、または設置しない」を

選択します。 

 

 以上で、熱交換換気設備における入力は終了となります。 

 

  

1 

2 
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2-4-5 給湯設備の入力について 

増改築を行う住宅における給湯設備の入力に関する全体のフローを図 2-4-5-1 および図 2-

4-5-2 に示します。各フロー図を確認しながら、以降の記載に従い入力を進めてください。 

 

 

 

 
図 2-4-5-1 給湯設備の入力についてのフロー① 
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図 2-4-5-2 給湯設備の入力についてのフロー② 
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計算プログラムの給湯設備の入力画面（図 2-4-5-3 が基本画面）に入力していきます。 

 

  

 
図 2-4-5-3 給湯設備の入力画面 
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 まず、給湯設備・浴室等の有無として、「給湯設備がある（浴室等がある）」を選択します 5。 

 

次に、「熱源機」について確認します。 

・ 増改築にあたり熱源機を設置する場合は、該当する設備機器の種類や仕様に関する項目の入

力を行います。 

・ 増改築にあたり既設の熱源機のみを使用する場合は「基準値の算定において想定される機器」

を選択します。 

・ 完了検査時に熱源機を設置していない場合は「熱源機の種類」において「給湯設備機器を設

置しない」を選択します。 

 

 次に、「ふろ機能」について確認します。 

・ 増改築にあたり熱源機を設置する場合は、該当するふろ機能の種類を選択します。 

・ 熱源機の種類にて、「基準値の算定において想定される機器」を選択する場合には、「ふろ給

湯機（追い焚きあり）」を選択します。 

 

続けて、「配管」について確認します。 

・ 増改築にあたり配管を設置する場合は、増改築にあたり設置する配管（既設の配管は除く）

について方式や仕様に関する項目の入力を行います。 

・ 増改築にあたり既設の配管のみを使用する場合は「評価しない、または先分岐方式」を選択

します。 

  

続けて、「台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓」について確認します。 

・ 増改築にあたり該当する水栓を設置する場合は仕様に関する項目の入力を行います。 

・ 増改築にあたりそれぞれ既設の水栓のみを使用する場合は「評価しない、または 2 バルブ水

栓」を選択します。 

  

最後に、「浴槽」について確認します。 

・ 増改築にあたり浴槽を設置する場合は、該当する浴槽の仕様に関する項目の入力を行います。 

・ 増改築にあたり既設の浴槽のみを使用する場合は「評価しない、または高断熱浴槽を使用し

ない」を選択します。 

 

以上で、給湯設備における入力は終了となります。  

 
5 住宅の増改築の評価に用いる BEI を計算する際には、標準住戸の構成を使用しますので、既存部分・増改築部分に浴槽等が
なくても「給湯設備がある（浴室等がある）」を選択します。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2-4-6 照明設備の入力について 

 増改築を行う住宅における照明設備の入力に関する全体のフローを図 2-4-6-1 に示します。

フロー図を確認しながら、以降の記載に従い入力を進めてください。 

 
図 2-4-6-1 照明設備の入力についてのフロー 
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計算プログラムの照明設備の入力画面（図 2-4-6-2 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

 

図 2-4-6-2 照明設備の入力画面 
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2-1 で主たる居室に関して選択した【C】もしくは【D】により、以下のように入力します。 

 

【C】：「増改築部分に主たる居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたって主たる居室に設置する照明設備について、照明器具の種類、照明方式、

制御方法等の仕様を選択して入力します。なお、増改築にあたり主たる居室に設置する

照明設備が無い場合は「設置しない」を選択する。 

【D】：「増改築部分に主たる居室が含まれない」を選択した場合 

 →主たる居室の照明設備として「基準値の算定において想定される機器」を選択します。 

 

 

次に、2-1 でその他の居室に関して選択した【E】もしくは【F】により、以下のように入力し

ます。 

 

【E】：「増改築部分にその他の居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたってその他の居室に設置する照明設備について、照明器具の種類、制御方

法等の仕様を選択して入力します。なお、増改築にあたりその他の居室に設置する照明

設備が無い場合は「設置しない」を選択する。 

【F】：「増改築部分にその他の居室が含まれない」を選択した場合 

 →その他の居室の照明設備として「基準値の算定において想定される機器」を選択します。 

 

  

続けて、2-1 で非居室に関して選択した【G】もしくは【H】により、以下のように入力しま

す。 

 

【G】：「増改築部分に非居室が含まれる」を選択した場合 

 →増改築にあたって非居室に設置する照明設備について、照明器具の種類、制御方法等の

仕様を選択して入力します。なお、増改築にあたり非居室に設置する照明設備が無い場

合は「設置しない」を選択する。 

【H】：「増改築部分に非居室が含まれない」を選択した場合 

 →非居室の照明設備として「基準値の算定において想定される機器」を選択します。 

 

 以上で、照明設備における入力は終了となります。 

 

  

1 

2 

3 
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2-4-7 太陽光発電設備の入力について 

 計算プログラムの太陽光発電設備の入力画面（図 2-4-7-1 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

 

図 2-4-7-1 太陽光発電設備の入力画面 
 

・ 増改築にあたり太陽光発電設備を設置する場合は、該当する設備の仕様に関する項目を選択・

入力します。 

・ 増改築にあたり太陽光発電設備を設置しない場合は「設置しない」を選択します。 

 

以上で、太陽光発電設備における入力は終了となります。 

 

  

1 

2 
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2-4-8 太陽熱利用設備の入力について 

 計算プログラムの太陽熱利用設備の入力画面（図 2-4-8-1 が基本画面）に入力していきます。 

 

 

 

図 2-4-8-1 太陽熱利用設備の入力画面 
 

・ 増改築にあたり液体集熱式太陽熱利用設備、空気集熱式太陽熱利用設備を設置する場合は、

該当する設備の仕様に関する項目を選択・入力します。 

・ 増改築にあたり液体集熱式太陽熱利用設備、空気集熱式太陽熱利用設備を設置しない場合は

「評価しない、または設置しない」を選択します。 

 

以上で、太陽熱利用設備における入力は終了となります。 

 

  

1 

4 
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2-4-9 コージェネレーション設備の入力について 

 計算プログラムのコージェネレーション設備の入力画面（図 2-4-9-1 が基本画面）に入力し

ていきます。 

 

 

 

図 2-4-9-1 コージェネレーション設備の入力画面 
 

・ 増改築にあたりコージェネレーション設備を設置する場合は、該当する設備の仕様に関する

項目を選択・入力します。 

・ 増改築にあたりコージェネレーション設備を設置しない場合は「設置しない」を選択します。 

 

以上で、コージェネレーション設備における入力は終了となります。 

  

1 

2 
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３．入力後の計算・出力結果の見方 
プログラム画面右上の「計算」を押すことで、入力した内容に応じて、住宅の増改築の評価に

用いる BEI が計算されます。 

計算された結果は、計算後に画面に表示させるとともに PDF ファイルとして出力することが

できます。この PDF ファイルは、令和７年 4 月以降に着工する増改築を行う住宅について、省

エネ基準への適合を審査する際の提出資料として使用できます。 

 
 


